
様式第１－１号 
 
 
                                令和〇年５月１０日 
 
 

岐阜県知事 様 

 

                         住所 岐阜県■■市◆◆町●●番地 

                         事業主体名 □□法人 ○○ 
                         代表者名  ▲▲長  △△ △△ 

 

 

 

 

令和〇年度ぎふ木育全県展開推進事業実施計画書の提出について 

 

 

 ぎふ木育全県展開推進事業を実施したいので、別添のとおり実施計画書を提出します。 

 

 

  



様式第１－２号 
 

ぎふ木育全県展開推進事業 実施（変更）計画書 
ぎふ木育ひろば 
施 設 名   ○○センター 

実 施 期 間 令和  年 ６月１１日 ～ 令和 年 １０月１５日 

担当者連絡先 
担当者名 □□ □□ 

電話番号  ・・・・・・・・・・ メール ・・・・・・＠・・・ 

事 業 内 容 （下記のすべての項目について具体的に記入してください。） 

○企画、提案する木育・森林環境教育プログラムの内容等 

（内容） 

 

 ぎふ木育ひろばにおいて、親子を対象として下記の木育講座を実施する。 

 

 ①木のアクセサリーづくり 

②木の楽器づくり（マラカス） 

③自然物を使ったままごとあそび 

 

 

（開催時期及び回数） 

 

 ①６月１１日   

②８月２０日 

③１０月１５日    計３回 

 

 

（活用予定の「ぎふ木育指導員」、「ぎふ木育サポーター」の氏名） 

 

 ぎふ木育指導員：〇〇 〇〇 

 

 

 

 

○目標とするプログラム参加人数 

 

 各回１５組 ３０人程度（子ども１５人程度 大人１５人程度） 

 

 

 

 

※施設毎に作成すること。 

※複数のプログラムを実施する場合は、プログラム毎に各項目を記載すること。別紙可。 

 

  



 

収 支 予 算 （区分、費目ごとに金額を記入してください。） 

（収入） 

費 目 事業経費（円） 内訳 

県補助金      100,000  清流の国ぎふ森林・環境基金事業 

その他         2,530  自己負担 

合計      102,530  

  ※１施設当たりの県補助金の上限：１００千円。 

 

（支出） 

区分 費 目 事業経費（円） うち、補助対象経費 

（円）

内訳（単価×数量） 

人的経費 

報償費 

50,400      50,400 2,800 円×6 時間×3 回 

※当日 3h 事前打合 3h 

 

旅 費 
14,430         14,430 37 円×65km×6 回 

※〇〇市⇔▲▲町 

小 計         64,830         64,830  

その他事

業経費 

 

 

 

 

需用費 

37,700        37,700 教材費 

660 円×15 セット×3 回 

副資材（紐、ビーズ） 

3,000 円 

チラシ用紙代 

5,000 円 

役務費    

使用料    

その他    

小 計         37,700         37,700  

合 計 
       102,530        102,530  

※「内訳」の欄は、必要に応じ別表（単価×数量）を添付すること。 

 

総 事 業 費 

（うち、補助対象経費）
   102,530 円 （うち、補助対象経費   102,530  円） 

補 助 金 額      100,000  円 

※必要に応じて、その他説明資料を添付すること。 

 

※申請者が消費税の課税事業者の場合は、補助対象経費から消費税を抜いてください。 

 申請者が消費税の免税事業者の場合は、補助対象経費は消費税込みの額となります。 



様式第２号                        ※免税事業者の場合のみ必要 

 

免税事業者届出書 
 

 

令和〇年５月１０日 

 

岐阜県知事 江崎 禎英  殿 

 

 

住 所（所在地） 岐阜県■■市◆◆町●●番地 

氏 名（名 称） □□法人 ○○ 

        ▲▲長  △△ △△ 

                     

 

 

下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を

納める義務が免除される事業者である。）であるのでその旨届け出ます。 

 

 

記 

 

 

     課税期間    自    令和〇年４月 １日 

              

             至    令和〇年３月３１日 

 
 


